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Ⅰ 令和5年度 都道府県運営適正化委員会事業(苦情受付・解決状況)の概要 

 

 社会福祉法第83条の規定に基づき、都道府県社会福祉協議会に「運営適正化委

員会」が設置されている。 

 

 運営適正化委員会の設置の目的は、①福祉サービス利用援助事業の適正な運営

の確保と、②福祉サービスに関する利用者等からの苦情の適切な解決、の二つ

である。 

 

 福祉サービスに係る利用者等からの苦情の解決は、第一義的にはすべての社会

福祉事業の経営者に課される重要な責務である（平成29年3月7日「社会福祉事

業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」の

一部改正）。 

 

 そのうえで、主に利用者と事業者の間では解決困難な事例への対応を図るため

に、都道府県社会福祉協議会に設置する運営適正化委員会において相談、助言、

調査又はあっせんを行うこととされている。 

 

 苦情の申出は、福祉サービスの利用者や家族等（申出人）から、主に電話や来

所といった方法により行われ、運営適正化委員会においては、その相談に応じ、

申出人に必要な助言をし、また、必要によっては苦情に係る事情を調査する等

の対応を図る。加えて、利用者等（申出人）と事業者の両当事者の同意を得て、

苦情解決のあっせんを行うことができるとされている。 

 

 あわせて、福祉サービスの質の向上を図る観点から、福祉施設・事業所等の事

業者段階での苦情解決体制の整備促進、充実・強化に向けた広報・啓発や、苦

情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を対象とした研修会の実施等、運

営適正化委員会による継続的な取り組みが求められている。 

 

 本「実績報告」は、都道府県運営適正化委員会事業のうち、苦情受付・解決の

状況等を集約し、その内容や解決のプロセス等の整理・分析を行うことで今後

の福祉サービスの質の向上への取り組みに資する基礎資料としてとりまとめた

ものである。 
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Ⅱ 令和5年度 都道府県運営適正化委員会に関する定期調査 

 

＜調査の概要＞ 

 全国社会福祉協議会では、社会福祉法に基づき都道府県社会福祉協議会に設置

され、福祉サービスの苦情解決事業などを実施する「都道府県運営適正化委員

会」の「苦情受付・解決状況」を毎年まとめている。 

 

 本調査は、都道府県運営適正化委員会の苦情などの受付・解決状況にかかる実

態を把握し、運営適正化委員会の取組状況を明らかにすることで、真に利用者

本位のサービス提供およびサービスの質の向上への取組に資するために実施し

たものである。 

 

 運営適正化委員会事業開始からこれまで毎年本調査を実施しているが、平成23

年度に調査項目などを改め、今回の調査においても基本的に同様の内容で実施

した。 

 

 

【調査対象】 

 都道府県社会福祉協議会に設置される運営適正化委員会 47か所 

 

 令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）の都道府県運営適正化委

員会における苦情受付・解決の状況 

 

 

【実施期間】 

 令和6年4月26日～令和6年5月27日 

 

 

【回答数（回答率）】 

 47件(100％) 
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＜調査結果の概要＞ 

 

 令和5（2023）年度の都道府県運営適正化委員会に寄せられた苦情の受付件数

ならびに相談件数は、「苦情」が5,171件、「相談」が5,080件の合計10,251件

であった。 

 

 

Ⅰ 苦情の受付状況 

１ 苦情の受付件数 

 2023年度の苦情受付総数は、「5,171件」であった。→【図表１、２】 

 

 2022年度と比較すると、総数は前年（4,873件）比で「298件」増加した。 

 

 都道府県ごとにみると、最も多いのは東京都で「790件」、最も少ないのが滋賀

県で「3件」である。年間の受付件数が10件未満の県が2県、100件以上の県が 

15県となっている。 

 

 

【図表１】苦情の受付件数  
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【図表２】苦情受付件数の年次推移 

 
 

２ サービス分野別苦情受付件数 

 

（１）サービス分野別受付件数 

 苦情（5,171件）のサービス分野別の内訳は、「高齢者」877件(17.0％）、 

「障害者」3,088件（59.7％）、「児童」766件（14.8％）、「その他」440件（8.5％）であっ

た。→【図表３】 

 

 サービス分野別の苦情をみると、近年の傾向として、「障害者」が全体の半数以上 

（59.7％）を占めている。 

 
【図表３】 サービス分野別受付件数の割合 
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【図表４】 サービス分野別受付件数の年次推移 
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（２）サービス分野（施設・事業）別受付件数 

①高齢者分野の施設・事業別受付件数 

 「高齢者分野」（877件）の施設・事業別の件数は、「特別養護老人ホーム」174件 
（19.8％）、「訪問介護」76件（8.7％）、「通所介護」71件（8.1％）と続く。 
→【図表５】 
 

 「その他」には「有料老人ホーム」が最も多く含まれており、「その他」の約3割を占めて
いる。続いて、「居宅介護支援事業所」、「介護老人保健施設」、「サービス付高齢者
向け住宅」の占める割合が高くなっている。 

 
【図表５】 高齢者分野：サービス分野（施設・事業）別受付件数 
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②障害者分野の施設・事業別受付件数 

 「障害者分野」（3,088件）の施設・事業別の件数は、「就労継続支援B型」656件 
（21.2％）、「共同生活援助」546件（17.7％）、「就労継続支援A型」460件（14.9％）、
「居宅介護｣309件（10.0％）、｢就労移行支援｣187件（6.1％）、「障害者支援施設」 
136件（4.4％）と続く。→【図表６】 

 

 就労支援事業（就労継続支援A・B型および就労移行支援）は1,303件で、障害者分

野の42.2％（総件数の25.2％）を占めている。 

 

 「その他」のなかでは「相談支援事業」が最も多く、「その他」の4割近くを占めている。他

には、「地域生活支援事業」、「訪問介護・訪問看護」、「行政」、「短期入所（ショートス

テイ）」、「同行援護」、「移動支援」等が含まれている。 

 

 

【図表６】 障害者分野：サービス分野（施設・事業）別受付件数 

 

  

2022 年度合計：2,742 件 
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③ 児童分野の施設・事業別受付件数 

 「児童分野」（766件）の施設・事業別の件数は、「放課後等デイサービス」307件

（40.1％）、「保育所」219件（28.6％）と続く。 →【図表7】 

 

 「その他」には、幼稚園、放課後児童健全育成事業、行政（児童相談所）などが含まれ

ている。 

【図表７】 児童分野：サービス分野（施設・事業）別受付件数 

④ その他の施設・事業別受付件数 

 「その他」（440件）の施設・事業別の件数においては、「社会福祉協議会」259件

（58.9％）となっている。→【図表８】 

 「その他」は、行政機関が約4割を占め、そのほか、医療機関などが含まれている。 

【図表８】 その他：サービス分野（施設・事業）別受付件数 
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３ 苦情の受付方法 
 
 受付方法（5,171件）については、「電話」が4,454件（86.1％）と最も多く、

「電子メール」449件（8.7％）、「来所」166件（3.2％）、「郵便」77件 
（1.5％）、「FAX」22件（0.4％）と続いている。→【図表９】 

 
【図表９】苦情の受付方法 

 
【図表10】受付方法別件数の年次推移 

 

 

※平成 23 年（2011 年）度から選択肢を変更したため，平成 23 年度以降を比較している。 
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４ 苦情申出人の属性 

 

 苦情申出人の属性については、「利用者」2,780件（53.8％）、「家族」1,932

件（37.4％）で全体の9割を占めている。また、「職員」203件（3.9％）、「隣

人・友人」が69件（1.3％）、「代理人」28件（0.5％）、「その他」が159件

（3.1％）となっている。→【図表11-①】 

 

【図表11-①】苦情申出人の属性  

 

 

【図表11-②】分野別・苦情申出人の属性（高齢者分野）  
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【図表11-③】分野別・苦情申出人の属性（障害者分野） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表11-④】分野別・苦情申出人の属性（児童分野） 
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【図表11-⑤】分野別・苦情申出人の属性（その他） 
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 ｢利用者｣からの申出が年々増加しており、2011年度に「家族」を上まわり、 

2016年度から半数を超えている。→【図表12】 

 

【図表12】苦情申出人の属性年次推移 

 

  

31.7%

32.3%

28.3%

30.9%

30.7%

28.9%

33.0%

31.8%

32.1%

37.7%

40.5%

43.5%

44.3%

45.9%

48.6%

49.0%

52.0%

51.9%

53.0%

52.8%

55.2%

58.3%

54.0%

53.8%

47.9%

46.4%

50.1%

49.7%

47.8%

49.3%

50.4%

52.6%

51.9%

46.4%

43.3%

40.7%

39.7%

41.0%

39.1%

35.8%

36.4%

36.5%

36.5%

36.4%

34.4%

32.4%

36.9%

37.4%

1.1%

1.9%

1.4%

2.0%

1.9%

2.2%

1.5%

1.5%

1.1%

1.2%

1.5%

1.1%

1.0%

0.5%

0.6%

0.7%

0.5%

0.6%

0.9%

0.7%

0.8%

0.8%

0.5%

0.5%

4.6%

8.4%

10.0%

7.8%

6.1%

7.0%

6.5%

5.3%

7.8%

6.3%

6.3%

6.0%

9.3%

7.0%

5.6%

9.0%

5.8%

4.3%

4.6%

5.2%

4.2%

3.6%

3.4%

3.9%

1.7%

1.4%

1.2%

1.3%

1.5%

1.1%

1.1%

1.3%

1.1%

1.1%

1.1%

1.2%

1.3%

14.8%

11.0%

10.2%

9.6%

13.4%

12.7%

8.7%

8.7%

7.1%

8.5%

8.3%

7.0%

4.3%

4.4%

4.9%

4.2%

5.6%

3.6%

3.7%

4.4%

3.8%

4.0%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000年度

2001年度

2002年度

2003年度

2004年度

2005年度

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

2023年度

利用者

家族

代理人

職員

隣人・友人

その他

- 13 -



Ⅱ 苦情の種類 

１ 苦情の種類（全体） 

 苦情の種類は、「職員の接遇」2,283件（44.2％）で最も多く、 

「サービスの質や量」1,024件（19.8％）、「説明・情報提供」566件（10.9％）、

「権利侵害」334件（6.5％）、「被害・損害」324件（6.3％）、 

「利用料」154件（3.0％）であった。→【図表13-①】 

 

 

 

【図表13-①】 苦情の種類（全体）                                              
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ビスの質や量」で半数を超える状況が継続している。→【図表13-②、図表14】 
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【図表13-②】 苦情の種類（全体）の比較（2022年度→2023年度） 

 

【図表14】苦情の種類年次推移 
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２ 事業所の運営主体別苦情受付件数 

 2023 年度の苦情受付件数を事業所の運営主体別にみると、最も多いのは「営利

法人（株式会社等）」の 1,693 件（32.7％）、次いで「社会福祉法人」1,340

件（25.9％）で（うち、社会福祉協議会が 259 件・5.0％、社会福祉協議会以外

の社会福祉法人 1,081 件・20.9％）、NPO 法人の 263 件（5.1％）、「その他」

154 件（3.0）％だった。 

 なお、運営主体が「不明」は 1,236 件（23.9％）であった。→【図表 15】 

 

【図表 15】事業所の運営主体別苦情受付件数  
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Ⅲ 苦情解決の状況 

１ 対応方法 

① 「初回相談」 

 「初回相談」のみで対応が終結した苦情（4,250件）における対応方法について

は、「助言」が2,303件(54.2％)と最も多く、運営適正化委員会以外の相談窓口 

等を紹介するなどの「専門機関・関係機関の紹介や伝達」が1,022件

(24.0％)と続く。 

→【図表16-①、②】 

 

 「その他」には、当該の福祉施設･事業所等に申出内容を伝達・情報提供をし

たケースが多く含まれている。また、申出人との連絡が取れなくなり「対応

中断」したケースや傾聴で終了したケース等も含まれる。 

 

【図表16-①】対応方法の状況(初回相談のみ) 

 

 

【図表16-②】 対応方法の状況（初回相談のみ）の比較（2022年度→2023年度） 
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② 「継続対応」 

 継続して対応が必要な苦情（921件／1案件につき複数の対応を行うため対応件

数は1,006件）における対応方法については、「助言・申し入れ」511件（55.4％)、

「事情調査」177件（19.2％）となっている。次に、「当事者間の話し合いの調

整」が142件（15.4％)と続く。運営適正化委員会が「あっせん」を行ったケー

スは2件（0.2％）である。また、虐待や法令違反などの不適切な行為の恐れが

あるとして都道府県知事への通知を行ったケースが 15件（1.6％）あった。 

→【図表17】 

 

 「その他」には、傾聴したケース、関係機関・行政機関へ情報提供したケース

等が含まれている。 

 

【図表17】対応方法の状況(継続対応) 

 

      ※「通知」＝都道府県知事への通知など 
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 「継続対応」が必要になったケースについて「対応のべ回数」をみると、平均

で「5回（中央値：5回）」であり、最大で「76回」にわたる対応を行ったケー

スがある。ケースによっては申出人からの問い合わせ・確認が頻繁なものがあ

ることがうかがわれる。 

 

 「終結までの日数」については、平均で「31日（中央値：22日）」、最大で「340

日」にわたって対応を継続したケースがある。 
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３ 終結状況 

 継続対応した相談（921件）については、616件（66.9％）が解決に至っている。

継続対応のうち130件（14.1％、全体：5,171件のうち2.5％）が申出人、施設・

事業所双方が納得しない「不調」となっている。なお、不調に終わったケース

は1割を超え、年々増加している。→【図表18－①、②】 

 

 

【図表 18－①】 苦情解決の状況（継続対応） 

   

 

【図表18－②】 不調の件数の状況（継続対応） 
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Ⅳ 2022年度継続中案件の終結状況 

 2022 年度の苦情解決の状況のうち、2022 年度内に解決できず継続となった 79

件のうち、51 件（64.6％）が「解決」、6 件（7.6％）が「他機関を紹介」して

終結している。なお、「不調」は 11 件（13.9％）、2023 年度に終結せず 2024

年度に持ち越した案件が 11 件（13.9％）ある。→【図表 19】 

 

【図表19】継続中案件の終結状況 
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Ⅴ 相談の受付状況 

 2023年度、都道府県運営適正化委員会に寄せられた「苦情以外の相談」の受付
総数は、5,080件であった。→【図表20】【図表21】。 

 

【図表20】 相談の受付件数 

 

【図表21】 相談受付件数の年次推移 
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岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

相談等の受付件数
2022年度

2023年度6※数値は2023年度のみ

2023年度合計5,080件

5,080 

4,124 4,036 
3,796 

3,352 
3,694 

3,524 
3,078 

3,149 
3,044 

3,626 
3,913 

4,048 4,078 
4,190 4,135 

3,656 
4,001 

3,661 
4,044 

3,490 
3,091 

2,894 

1,253 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2022年度合計4,124件 
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Ⅲ 運営適正化委員会に寄せられる苦情の内容と解決のプロセス(事例) 

運営適正化委員会に寄せられる苦情の内容や対応の経緯をみると、苦情への対応

の方法や福祉サービスの質の向上の取組にとって参考となる点が多い。本調査など

からここ数年みられる苦情傾向や、苦情を活かした施設・事業所におけるサービス

の質の向上、改善に向けた運営適正化委員会の取組について以下に掲載する。 

 

１ 苦情の傾向 

(１)苦情受付件数 

〇苦情の受付件数は年々増加しており、2023 年度もこれまでで最も多い件数とな

った。 

 

(２)サービス分野別 苦情受付件数  

＜高齢者分野＞ 

〇｢高齢者分野｣では、｢有料老人ホーム｣、｢介護老人保健施設｣、「サービス付高齢者

向け住宅」等を含む｢その他｣の占める割合が高い。  

 ｢その他｣ 

 2021 年度：335 件(高齢 40.7％、全体 7.0％) 

⇒2022 年度：356 件(高齢 41.3％、全体 7.3％) 

⇒2023 年度：364 件(高齢 41.5％、全体 7.0％) 

 

＜障害者分野＞ 

〇「障害者分野」の申出は、全体の半数を超え約 6 割(59.7％)を占めている。 

 

〇「就労継続支援」などの就労支援事業に関する申出が多く、｢障害者分野｣の 

42.2％、全体の 25.2％を占めている。 

 

 ｢就労継続支援（Ａ型）｣   

  2021 年度：317 件(障害 13.1％、全体 6.6％) 

 ⇒2022 年度：349 件(障害 12.7％、全体 7.2％) 

 ⇒2023 年度：460 件(障害 14.9％、全体 8.9％) 

 

 ｢就労継続支援（Ｂ型）｣  

 2021 年度：535 件(障害 22.1％、全体 11.2％) 

⇒2022 年度：618 件(障害 22.5％、全体 12.7％) 

⇒2023 年度：656 件(障害 21.2％、全体 12.7％) 

 

 ｢就労移行支援｣      

    2021 年度：147 件(障害 6.1％、全体 3.1％) 

⇒2022 年度：199 件(障害 7.3％、全体 4.1％) 

⇒2023 年度：187 件(障害 6.1％、全体 3.6％) 
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＜児童分野＞ 

〇2023 年度においては、「放課後等デイサービス」に関する申出が最も多く、次

いで「保育所」に関する申出が多い。 

 ｢放課後等デイサービス｣ 

 2021 年度：207 件(児童 38.5％、全体 4.3％) 

⇒2022 年度：261 件(児童 38.0％、全体 5.4％) 

⇒2023 年度：307 件(児童 40.1％、全体 5.9％) 

 

 ｢保育所｣ 

 2021 年度：185 件(児童 34.4％、全体 3.9％) 

⇒2022 年度：187 件(児童 27.3％、全体 3.8％) 

⇒2023 年度：219 件(児童 28.6％、全体 4.2％) 

 

 

 

＜その他のサービス分野＞ 

〇「その他のサービス分野」では、例年「社会福祉協議会」に関する申出が多く占

める。生活福祉資金のコロナ特例貸付が終了したことに伴い、コロナ禍の 2020

～2021 年度と比較すると「社会福祉協議会」への申出は、減少している。 

 ｢社会福祉協議会｣ 

2020 年度：724 件(その他 74.4％、全体 16.7％) 

⇒2021 年度：676 件(その他 67.7％、全体 14.2％) 

⇒2022 年度：390 件(その他 66.9％、全体 8.0％) 

⇒2023 年度：259 件(その他 58.9％、全体 5.0％) 

 

＜全分野に共通する傾向＞ 

○2023 年度は、「行政」に関する申出の占める割合が多く、全体を通して 109 件

の申出があった（前年度 105 件）。 

 「行政」 

2022 年度：105 件(全体 2.2％) 

⇒2023 年度：109 件(全体 2.1％) 
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(３)苦情申出人の属性 

〇苦情申出人の属性では「利用者」の割合が継続して多く、半数以上を占めている。 

 「利用者」  

  2021 年度：2,786 件(58.3％) 

⇒ 2022 年度：2,631 件(54.0％) 

⇒ 2023 年度：2,780 件(53.8％) 

 

(４)苦情の種類 

〇苦情の種類における「職員の接遇」に関する申出の件数は継続して多い。 

 ｢職員の接遇｣    

  2021 年度：1,717 件(36.0％) 

⇒ 2022 年度：2,157 件(44.3％) 

⇒ 2023 年度：2,283 件(44.2％) 

 

○「職員の接遇」の詳細をみると「関わり方、対応」の占める割合が最も高い。 

 ｢関わり方、対応｣  

      2021 年度：1,453 件(26.1％) 

⇒ 2022 年度：1,821 件(32.0％) 

⇒ 2023 年度：1,997 件(36.2％) 

 

(５)苦情対応・解決の状況 

○継続対応における｢あっせん｣件数は、例年非常に少ない。 

2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 

3 件 6 件 7 件 5 件 2 件 3 件 2 件 2 件 

 

〇｢継続対応｣が必要なケースの｢対応のべ回数｣は平均 5 回であるが、最大で 76 回の

長期的対応が必要なケースもある。 
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２ 施設・事業所における福祉サービスの質の向上、改善に向けた取組 

〇「事情調査」 

…苦情解決に資するとともに、施設・事業所が自ら現状把握と状況分析を行い 

 サービスの質の向上、改善に結びつけるきっかけとなる。 

  ・2023 年度は 177 件（図表 17） 

 

〇「巡回訪問」 

…施設・事業所における苦情相談体制の整備の促進、福祉サービスの質の向上、 

 改善に向けた意識の向上と取組を促すために有効 

【取組事例】 

・新設の施設・事業所への訪問の実施 

・事業所からの申し込み（ホームページでの募集等）による巡回訪問の実施 

・社会福祉法人以外の施設・事業所への訪問の実施 

・苦情解決体制整備に関するはたらきかけ 

 ・小規模事業所での第三者委員設置促進等のための助言・はたらきかけ 

・第三者委員の有効活用に向けた助言や冊子の作成・配布 

・よい取り組みをしている事業者を訪問し聞き取りを実施し情報共有 等 

 

〇研修会等の実施(苦情傾向、事例に関する講義や他施設・事業所との協議の場など) 

…施設・事業所の意識の向上と具体的な取組の促進に有効 

【取組事例】 

 ・施設・事業所の研修支援、講師派遣 

・新設の施設・事業所を対象とした研修会の実施 

・障害者虐待防止・権利擁護に関する研修会の実施 

・精神障害についての理解を深めるセミナーの実施 

・苦情解決担当者の役職（役割）・経験年数に応じた研修会の実施 

・種別協議会とのセミナーの共催、セミナー等での説明・情報提供の実施 

・事例検討会における事業所の苦情への対応力強化への取組み 

 ・苦情事例と対応・傾向のとりまとめと活用 

 ・施設・事業所における苦情相談体制の調査の実施と調査結果の活用 

 ・苦情対応の公表に向けた福祉サービス第三者評価事業の活用 

 ・WEB 開催（動画配信）による受講者の増（時間的な制約が大きくなく、繰り返

しの視聴も可） 

 ・グループワークを活用した苦情解決の実践的な研修の実施 

 ・事業所向けにコミュニケーションに重点をおいた研修を実施（職員の接遇に関

する苦情が多いため）  等 
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Ⅳ 令和５年度都道府県運営適正化委員会に 

関する定期調査結果 詳細 
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１　苦情の受付状況
(１) 受付件数(2000年度～2023年度) （件）

初回 継続 計

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

※累計は2000～2023年度

年度 年度
累計

年度 年度 年度 年度 年度 年度年度年度年度年度年度 年度

※初回…初回の苦情受付・対応のみで終了した案件/継続…継続的な対応を行った案件

都道府県

2023年度

年度 年度年度 年度年度年度年度年度 年度



１　苦情の受付状況
(１) 受付件数(2000年度～2023年度) （件）

初回 継続 計

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

※累計は2000～2023年度

年度 年度
累計

年度 年度 年度 年度 年度 年度年度年度年度年度年度 年度

※初回…初回の苦情受付・対応のみで終了した案件/継続…継続的な対応を行った案件

都道府県

2023年度

年度 年度年度 年度年度年度年度年度 年度
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１　苦情の受付状況
(２) サービス分野別受付件数

初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

高齢者 障害者 児童 その他
合計

都道府県

2023年度
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

2022年度

高齢者 障害者 児童 その他 合計

2021年度

高齢者 障害者 児童 その他 合計
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

１　苦情の受付状況
(２) サービス分野別受付件数

2020年度

高齢者 障害者 児童 その他 合計

2019年度

高齢者 障害者 児童 その他 合計
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

　

　

2018年度

高齢者 障害者 その他 合計児童 その他 合計

2017年度

高齢者 障害者 児童
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

１　苦情の受付状況
(２) サービス分野別受付件数

　 　 ※累計は2000～2023年度

合計

2015年度

障害者

2016年度

合計 児童 その他高齢者 障害者 児童 その他 高齢者

累計
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１　苦情の受付状況
(３) サービス分野別受付件数(施設・事業所別)（2023年度）

特別養護
老人ホーム

養護老人
ホーム

軽費老人
ホーム

(ケアハウス)
訪問介護 通所介護

短期入所
生活介護

福祉用具貸与
小規模

多機能型
居宅介護

認知症
対応型

共同生活介護
その他 計

初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続

割合(総件数)

沖縄県

合計

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

福岡県

愛媛県

高知県

佐賀県

熊本県

大分県

宮崎県

長崎県

割合(分野別)

鹿児島県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

徳島県

香川県

京都府

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

高  齢  者

北海道

都道府県 内訳
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１　苦情の受付状況
(３) サービス分野別受付件数(施設・事業所別)（2023年度）

居宅介護 生活介護
自立訓練

（機能訓練）
自立訓練

（生活訓練）
就労移行

支援
就労継続

支援（Ａ型）
就労継続

支援（Ｂ型）
共同生活

援助

障害者支援施設
（施設入所支援

＋日中活動事業）
多機能型 その他 計

初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

障 害 者

都道府県 内訳

北海道

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合計
割合(分野別)
割合(総件数)
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保育所
幼保連携型

認定こども園
乳児院

母子生活支援
施設

児童養護施設
児童心理治療

施設
児童自立支援

施設
児童館

自立援助
ホーム

ファミリー
ホーム

児童発達支援
センター

初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続

児　　　　　　童

都道府県 内訳

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合計
割合(分野別)
割合(総件数)
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１　苦情の受付状況
(３) サービス分野別受付件数(施設・事業所別)（2023年度）

医療型児童
発達支援
センター

児童発達支援
事業

放課後等デイ
サービス

障害児
多機能型

障害児
入所施設

医療型障害児
入所施設

その他障害児
支援

その他 計

初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続

児　　　童

内訳都道府県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合計
割合(分野別)
割合(総件数)
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婦人保護
施設

救護施設 更生施設
生活保護
授産施設

宿所提供
施設

社会福祉
協議会

その他 計

初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続
初回
継続

その他

合計内訳都道府県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

割合(分野別)
割合(総件数)

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

合計
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１　苦情の受付状況 　

(４) 受付方法別件数 　

初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

　

電話 来所 電子メール 郵便 その他
合計

都道府県

2023年度
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

2022年度

電話 来所
電子

メール
郵便 その他 合計

2021年度

電話 来所
電子

メール
郵便 その他 合計
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

１　苦情の受付状況
(４) 受付方法別件数

2020年度

電話 来所
電子

メール
郵便 その他 合計

2019年度

電話 来所
電子

メール
郵便 その他 合計
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県
電子

メール
郵便 その他

2018年度

電話 来所
電子

メール
郵便 その他 合計 合計

2017年度

電話 来所
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

１　苦情の受付状況
(４) 受付方法別件数

※累計は2000～2023年度

2015年度

電話 来所
電子

メール
郵便 その他

累計
合計

2016年度

電話 来所
電子

メール
郵便 その他 合計
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1 苦情受付の状況
（５）申出人の属性

初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

利用者 家族 代理人 職員 隣人・友人 その他
合計

都道府県

2023年度
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

1 苦情受付の状況
（５）申出人の属性

2022年度

利用者 家族 代理人 職員
隣人
友人

その他 合計

2021年度

利用者 家族 代理人 職員
隣人
友人

その他 合計
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

2020年度

利用者 家族 代理人 職員
隣人
友人

その他 合計

2019年度

利用者 家族 代理人 職員
隣人
友人

その他 合計
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

1 苦情受付の状況
（５）申出人の属性

2017年度

利用者 家族 代理人 職員
隣人
友人

その他 合計

2018年度

利用者 家族 代理人 職員
隣人
友人

その他 合計
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

※累計は2000～2023年度

2015年度

利用者 家族 代理人 職員
隣人
友人

その他 合計
累計

合計利用者 家族 代理人 職員
隣人
友人

その他

2016年度
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２　苦情の種類
（１）苦情の種類

初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計 初回 継続 計

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

職員の接遇
サービスの質

や量
利用料

説明・
情報提供

被害・損害 権利侵害 その他 合
計

都道府県

2023年度
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

2022年度

職
員
接
遇

サ
ー

ビ
ス

の
質
や
量

利
用
料

説
明
・

情
報
提
供

被
害
・

損
害

権
利
侵
害

そ
の
他

合
計

2021年度

職
員
接
遇

サ
ー

ビ
ス

の
質
や
量

利
用
料

説
明
・

情
報
提
供

被
害
・

損
害

権
利
侵
害

そ
の
他

合
計
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

２　苦情の種類
（１）苦情の種類

2019年度

職
員
接
遇

サ
ー

ビ
ス

の
質
や
量

利
用
料

説
明
・

情
報
提
供

被
害
・

損
害

2020年度

権
利
侵
害

そ
の
他

合
計

職
員
接
遇

サ
ー

ビ
ス

の
質
や
量

利
用
料

説
明
・

情
報
提
供

被
害
・

損
害

権
利
侵
害

そ
の
他

合
計
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

2018年度

そ
の
他

合
計

職
員
接
遇

サ
ー

ビ
ス

の
質
や
量

利
用
料

説
明
・

情
報
提
供

被
害
・

損
害

権
利
侵
害

権
利
侵
害

そ
の
他

合
計

2017年度

職
員
接
遇

サ
ー

ビ
ス

の
質
や
量

利
用
料

説
明
・

情
報
提
供

被
害
・

損
害
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

都道府県

２　苦情の種類
（１）苦情の種類

2015年度

職
員
接
遇

サ
ー

ビ
ス

の
質
や
量

利
用
料

説
明
・

情
報
提
供

被
害
・

損
害

権
利
侵
害

そ
の
他

合
計

※累計は2000～2023年度

累計そ
の
他

合
計

2016年度

職
員
接
遇

サ
ー

ビ
ス

の
質
や
量

利
用
料

説
明
・

情
報
提
供

被
害
・

損
害

権
利
侵
害
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２
　

苦
情

の
種

類
(
２

)
 
苦

情
の

種
類

（
詳

細
）

（
2
0
2
3
年

度
）

関
わ
り

方
、

対
応

言
葉

遣
い

説
明

不
十
分

そ
の
他

食
事

環
境

サ
ー
ビ

ス
不
十

分

退
去
、

サ
ー
ビ

ス
中
止

金
銭

管
理

そ
の
他

虚
偽

記
載

相
談

不
十
分

契
約

拒
否

説
明

不
十
分

そ
の
他

利
用
料

関
係

負
担
金

関
係

そ
の
他

の
費
用

説
明

不
十
分

そ
の
他

介
護
・
支

援
事
故

物
損

暴
力

そ
の
他

虐
待

暴
力

身
体

拘
束
等

暴
言

プ
ラ
イ

バ
シ
ー

の
侵
害

そ
の
他

制
度
に

関
す
る

こ
と

そ
の
他

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

合
計

富
山

県

新
潟

県

宮
城

県

秋
田

県

山
形

県

福
島

県

茨
城

県

栃
木

県

群
馬

県

埼
玉

県

千
葉

県

東
京

都

神
奈

川
県

青
森

県

岩
手

県

都
道

府
県

内
訳

職
員

の
接

遇

※
複

数
回

答
の

た
め

合
計

は
苦

情
受

付
総

数
と

一
致

し
な

い

そ
の

他

北
海

道

サ
ー

ビ
ス

の
質

や
量

説
明

・
情

報
提

供
利

用
料

被
害

・
損

害
権

利
侵

害

- 55 -



２
　

苦
情

の
種

類
(
２

)
 
苦

情
の

種
類

（
詳

細
）

（
2
0
2
3
年

度
）

関
わ
り

方
、

対
応

言
葉

遣
い

説
明

不
十
分

そ
の
他

食
事

環
境

サ
ー
ビ

ス
不
十

分

退
去
、

サ
ー
ビ

ス
中
止

金
銭

管
理

そ
の
他

虚
偽

記
載

相
談

不
十
分

契
約

拒
否

説
明

不
十
分

そ
の
他

利
用
料

関
係

負
担
金

関
係

そ
の
他

の
費
用

説
明

不
十
分

そ
の
他

介
護
・
支

援
事
故

物
損

暴
力

そ
の
他

虐
待

暴
力

身
体

拘
束
等

暴
言

プ
ラ
イ

バ
シ
ー

の
侵
害

そ
の
他

制
度
に

関
す
る

こ
と

そ
の
他

合
計

都
道

府
県

内
訳

職
員

の
接

遇

※
複

数
回

答
の

た
め

合
計

は
苦

情
受

付
総

数
と

一
致

し
な

い

そ
の

他
サ

ー
ビ

ス
の

質
や

量
説

明
・

情
報

提
供

利
用

料
被

害
・

損
害

権
利

侵
害

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

兵
庫

県

奈
良

県

和
歌

山
県

鳥
取

県

島
根

県

大
阪

府

石
川

県

福
井

県

山
梨

県

長
野

県

岐
阜

県

静
岡

県

愛
知

県

三
重

県

滋
賀

県

京
都

府
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２
　

苦
情

の
種

類
(
２

)
 
苦

情
の

種
類

（
詳

細
）

（
2
0
2
3
年

度
）

関
わ
り

方
、

対
応

言
葉

遣
い

説
明

不
十
分

そ
の
他

食
事

環
境

サ
ー
ビ

ス
不
十

分

退
去
、

サ
ー
ビ

ス
中
止

金
銭

管
理

そ
の
他

虚
偽

記
載

相
談

不
十
分

契
約

拒
否

説
明

不
十
分

そ
の
他

利
用
料

関
係

負
担
金

関
係

そ
の
他

の
費
用

説
明

不
十
分

そ
の
他

介
護
・
支

援
事
故

物
損

暴
力

そ
の
他

虐
待

暴
力

身
体

拘
束
等

暴
言

プ
ラ
イ

バ
シ
ー

の
侵
害

そ
の
他

制
度
に

関
す
る

こ
と

そ
の
他

合
計

都
道

府
県

内
訳

職
員

の
接

遇

※
複

数
回

答
の

た
め

合
計

は
苦

情
受

付
総

数
と

一
致

し
な

い

そ
の

他
サ

ー
ビ

ス
の

質
や

量
説

明
・

情
報

提
供

利
用

料
被

害
・

損
害

権
利

侵
害

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

割
　

合

鹿
児

島
県

沖
縄

県 合
　

計

福
岡

県

佐
賀

県

長
崎

県

熊
本

県

大
分

県

宮
崎

県

広
島

県

山
口

県

徳
島

県

香
川

県

愛
媛

県

高
知

県

岡
山

県

２
　

苦
情

の
種

類
(
２

)
 
苦

情
の

種
類

（
詳

細
）

（
2
0
2
3
年

度
）

関
わ
り

方
、

対
応

言
葉

遣
い

説
明

不
十
分

そ
の
他

食
事

環
境

サ
ー
ビ

ス
不
十

分

退
去
、

サ
ー
ビ

ス
中
止

金
銭

管
理

そ
の
他

虚
偽

記
載

相
談

不
十
分

契
約

拒
否

説
明

不
十
分

そ
の
他

利
用
料

関
係

負
担
金

関
係

そ
の
他

の
費
用

説
明

不
十
分

そ
の
他

介
護
・
支

援
事
故

物
損

暴
力

そ
の
他

虐
待

暴
力

身
体

拘
束
等

暴
言

プ
ラ
イ

バ
シ
ー

の
侵
害

そ
の
他

制
度
に

関
す
る

こ
と

そ
の
他

合
計

都
道

府
県

内
訳

職
員

の
接

遇

※
複

数
回

答
の

た
め

合
計

は
苦

情
受

付
総

数
と

一
致

し
な

い

そ
の

他
サ

ー
ビ

ス
の

質
や

量
説

明
・

情
報

提
供

利
用

料
被

害
・

損
害

権
利

侵
害

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

初
回

継
続

合
計

兵
庫

県

奈
良

県

和
歌

山
県

鳥
取

県

島
根

県

大
阪

府

石
川

県

福
井

県

山
梨

県

長
野

県

岐
阜

県

静
岡

県

愛
知

県

三
重

県

滋
賀

県

京
都

府
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２　苦情の種類
（件)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割合(%)

計都道府県

（3）事業所の運営主体（2023年度）

社会福祉
法人

公立
営利法人

（株式会社
等）

一般社団
・財団

公益社団
・財団

医療法人 学校法人 その他NPO法人 不明
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２　苦情の種類

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割合(%)

平　均

（3）事業所の運営主体（2022年度継続・2023年度）

都道府県 公立 不明 計
社会福祉

法人

営利法人
（株式会社

等）

一般社団
・財団

医療法人 その他
公益社団
・財団

学校法人
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３　苦情対応・解決の状況
(１) 対応方法

①初回相談

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
合計

割合

2022年度

助
言

当
事
者
間
の

話
し
合
い
解
決

の
推
奨

専
門
機
関

・
関
係
機
関

の
紹
介
・
伝
達

そ
の
他

合
計

2023年度

助
言

当
事
者
間
の

話
し
合
い
解
決

の
推
奨

専
門
機
関

・
関
係
機
関

の
紹
介
・
伝
達

そ
の
他

合
計

都
道
府
県
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北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
合計

割合

都
道
府
県

2021年度

助
言

当
事
者
間
の

話
し
合
い
解
決

の
推
奨

専
門
機
関

・
関
係
機
関

の
紹
介
・
伝
達

そ
の
他

合
計

2020年度

助
言

当
事
者
間
の

話
し
合
い
解
決

の
推
奨

専
門
機
関

・
関
係
機
関

の
紹
介
・
伝
達

そ
の
他

合
計
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北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
合計

割合

都
道
府
県

３　苦情対応・解決の状況
(１) 対応方法

②継続対応
2022年度

事
情
調
査

助
言
申
し
入
れ

当
事
者
間
の

話
し
合
い
の
調
整

あ
っ

せ
ん

通
知

そ
の
他

合
計

2023年度

事
情
調
査

助
言
申
し
入
れ

当
事
者
間
の

話
し
合
い
の
調
整

あ
っ

せ
ん

通
知

そ
の
他

合
計
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北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
合計

割合

都
道
府
県

2021年度

事
情
調
査

助
言
申
し
入
れ

当
事
者
間
の

話
し
合
い
の
調
整

あ
っ

せ
ん

通
知

そ
の
他

合
計

そ
の
他

2020年度

合
計

事
情
調
査

助
言
申
し
入
れ

当
事
者
間
の

話
し
合
い
の
調
整

あ
っ

せ
ん

通
知
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３　苦情対応・解決の状況
(２) 終結までの対応回数・日数

のべ
回数
（平均）

のべ
回数
（最大）

終結
まで
の日数
（平均）

終結
まで
の日数
（最大）

未終結
案件
件数

のべ
回数
（平均）

のべ
回数
（最大）

終結
まで
の日数
（平均）

終結
まで
の日数
（最大）

未終結
案件
件数

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

平均値

中央値

最大値

都道府県

2023年度 2022年度
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

平均値

中央値

最大値

都道府県 のべ
回数
（平均）

のべ
回数
（最大）

終結
まで
の日数
（平均）

終結
まで
の日数
（最大）

未終結
案件
件数

のべ
回数
（平均）

のべ
回数
（最大）

終結
まで
の日数
（平均）

終結
まで
の日数
（最大）

未終結
案件
件数

2021年度 2020年度
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３　苦情対応・解決の状況
(３) 終結状況

終了 継続中 解決 不調
他の解決
機関を紹

介
継続中 終了 継続中 解決 不調

他の解決
機関を紹

介
継続中

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合計

割合

2022年度

初回 継続対応

都道府県

初回 継続対応

2023年度
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合計

割合

都道府県

終了 継続中 解決 不調
他の解決
機関を紹

介
継続中 終了 継続中 解決 不調

他の解
決

機関を紹
介

継続中

2020年度

初回 継続対応初回 継続対応

2021年度
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事
情
調
査

助
言

話
し
合
い

あ
っ

せ
ん

通
知

そ
の
他

高
齢
者

障
害
者

児
童

そ
の
他

①
職
員
の
接
遇

②
サ
ー

ビ
ス
の

質
や
量

③
説
明
・
情
報

提
供

④
利
用
料

⑤
被
害
・
損
害

⑥
権
利
侵
害

⑦
そ
の
他

解
決

不
調

他
の
解
決
機
関

を
紹
介

継
続
中

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

割　合

４　2022年度からの継続中案件の解決状況

終結結果

都道府県

継
続
中
件
数

対応方法 事業種別 申出内容
終
結
ま
で
に

要
し
た
日
数

（

平
均
）
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５　相談受付件数(2000年度～2023年度)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

都道府県 2011年度2013年度 2012年度2023年度 2017年度 2016年度 2015年度2018年度 2014年度2019年度2020年度2021年度2022年度
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北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計

都道府県

※累計は2000～2023年度
※2002年度までは「その他」として集計

2010年度 2009年度 2008年度 累計2006年度 2005年度 2004年度 2003年度 2002年度2007年度 2001年度 2000年度
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「運営適正化委員会の苦情受付・解決状況に関する定期調査」 

(令和5年度実績) 
 

調査票 記入要領 
 

 

■令和5年度の状況（令和6年3月31日時点）をご回答ください。 

（提出期限：令和6年5月27日(月)） 

 

■ご回答いただく調査票は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

※調査票1～3では、苦情申し出の状況について個別にご回答ください。 

「一覧」シートへ各案件の状況を入力いただき、50件以上の場合には行を挿入してください。 

(「一覧」シートに入力すると、「まとめ」シートで自動的に集計されます。) 

 

※データの入力規則により回答が制限されている項目については、必ず、 

表示されるドロップダウンリストから選択してください。（再掲） 

 ※調査票集計では、指定された回答のみを集計しております。ドロップダウンリストに

は無い回答をした場合、回答としてカウントされず、集計に誤差が生じます。（再掲） 

 ※誤差の有無は、各調査票の「まとめ」シートにて確認したうえで、ご提出ください。 

誤差が生じている場合は、「一覧」シートをご修正ください。（再掲） 

 

１．調査票1：「①初回相談で対応が終了した苦情申出(受付)・対応の状況」について 

初回の苦情受付・対応のみで終了した案件についてご回答ください(初回受付後、後日回

答した案件や、回答が年度を越えた案件も含みます)。 

  

(1)「受付日」…初回の受付日を記入 

(2)「受付方法」…「電話」･「来所」･「FAX」･「電子メール」･「郵便」・「その他」から選択 

 (3)「対応状況」…「その場で回答」には受付日のうちに連絡･調整、回答等した場合を含む 

(4)「対応方法」…下記参照 

対応方法(ドロップダウン項目) 解説 

助言 
申出人に対して助言を行ったケース 

（傾聴対応したケースを含む） 

当事者間の話し合いの推奨 
申出人に対し、苦情の相手先との話し合いを推奨したケ

ース 

専門機関・関係機関の紹介・ ・申出人に対し、国保連、市町村、消費生活センター等

調査票1：「①初回相談で対応が終了した苦情申出（受付）・対応状況」 

調査票2：「②継続対応が必要な苦情申出（受付）・対応状況」 

調査票3：「③令和4年度から継続中の案件の状況」  

調査票4：「④苦情相談以外の相談件数」  

調査票5：「⑤福祉サービスの質の向上にかかる取り組み 記入シート」 
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伝達 の専門機関・関係機関の紹介を行ったケース 

・当該苦情について、行政機関へ伝達を行ったケース 

その他※ 

上記以外 

例) ・匿名投書のため対応不可であったケース 

・初回相談後、申出人と連絡が取れず継続対応が

出来なかったケース 

・申出人が苦情を取下げて終了したケース 

・苦情先に情報提供を行って終了したケース 等 
※対応方法｢その他｣選択の場合のみ、「対応方法(備考)」欄にその内容をご記入ください。 

 

 (5)「申出人」…下記参照 

申出人(ドロップダウン項目) 解説 

利用者 サービス利用者本人 

家族 サービス利用者の家族､親類 

代理人 
利用者の苦情を代弁する第三者 

(オンブズマン､法定代理人等) 

職員 苦情の対象となるサービス事業者･所に勤務する役職員 

隣人・友人 施設・事業所の近隣の方や利用者の友人 

その他 上記に当てはまらないもの 

 

(6)｢事業種別｣…苦情対象の事業種別を選択 

(7)「施設種別①・施設種別②」・「施設種別③」 

…選択した｢事業種別｣に応じて、｢施設種別①｣を選択 

(「事業種別」を選択しないと「施設種別①」のドロップダウンは表示されません)  

事業種別 施設種別① 

高齢者 
特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム（ケアハウス）・訪問介護・通所介護・ 
短期入所生活介護・福祉用具貸与・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・その他 

障害者 
居宅介護・生活介護・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・就労移行支援 
就労継続支援（Ａ型）・就労継続支援（Ｂ型）・共同生活援助・ 
障害者支援施設（施設入所支援＋日中活動事業）・多機能型・その他 

児童 

保育所・幼保連携型認定こども園 
乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設 
児童館・自立援助ホーム・ファミリーホーム・児童発達支援センター 
医療型児童発達支援センター・児童発達支援事業・放課後等デイサービス・障害児多機能型 
障害児入所施設・医療型障害児入所施設（旧：重症心身障害児施設）・その他障害児支援・その他 

その他 婦人保護施設・救護施設・更生施設・授産施設・宿所提供施設・社会福祉協議会・その他 
 

 

…「施設種別①」で「その他」を選択した場合は「施設種別②」欄のプルダウンから施設・

事業所等を選択。 

…「施設種別①」「施設種別②」でともに「その他」を選択した場合にのみ「施設種別③」

に施設種別名を記載。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活福祉資金の特例（緊急小口、総合支援金）に
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関する相談については、「施設種別③」に“生活福祉資金（新型コロナ特例）”とご入

力ください。 

例1)有料老人ホームの場合 

事業種別 施設種別① 施設種別② 施設種別③ 

高齢者 その他 有料老人ホーム （空欄） 

 

例2)行政の場合 

事業種別 施設種別① 施設種別② 施設種別③ 

その他 その他 行政 （空欄） 

 

例3)社協への生活福祉資金の特例（新型コロナ）に関する相談の場合 

事業種別 施設種別① 施設種別② 施設種別③ 

その他 社会福祉協議会 その他 
生活福祉資金（新型

コロナ特例） 

 
例4)施設種別①、②ともにその他を選択した場合 

事業種別 施設種別① 施設種別② 施設種別③ 

その他 その他 その他 自由記述 

 

 (8)「申出の内容」 

     …選択した中項目(①～⑦)に応じて、小項目((1)～(32))を選択 

小項目は主要なもの3つまで選択可（必ずしも3つ選択する必要はありません) 

      *可能な限り「その他」の項目を使わず、最も近いと思われる項目を選択してください 

中項目 小項目 

①職員の接遇 (１)関わり方、対応 (２)言葉遣い (3)説明不十分 (４)その他 

②サービスの質や量 (５)食事 (６)環境 (７)サービス不十分 (８)退去、サービス提供中止 (９)金銭管理 
(10)その他 

③説明・情報提供 (11)虚偽記載 (12)相談不十分 (13)契約拒否 (14)説明不十分 (15)その他 
④利用料 (16)利用料関係 (17)負担金関係 (18)その他の費用 (19)説明不十分 (20)その他 
⑤被害・損害 (21)介護・支援事故 (22)物損 (23)暴力 (24)その他 
⑥権利侵害 (25)虐待 (26)暴力 (27)身体拘束等 (28)暴言 (29)プライバシーの侵害 (30)その他 
⑦その他 (31)制度に関すること (32)その他  

 

(9)「終結結果」…初回受付後に対応が年度を越えた場合には「継続中」を選択 

  （10）「事業所の運営主体」 

      …苦情申出を受けた事業所の運営主体がわかる場合は、「社会福祉法人」「公立」

「営利法人（株式会社等）」「一般社団・財団」「公益社団・財団」「医療法人」「学

校法人」「NPO法人」「その他」のなかから選択をし、不明の場合は「不明」を選択

してください。 
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２．調査票2：「②継続対応が必要な苦情申出(受付)・対応の状況」について 
令和5年度中に受付けて、継続的な対応を行った案件についてご回答ください。主に

運営適正化委員会（苦情解決合議体）において事情調査、話し合いやあっせんの場の設

定を行うなど、委員会として対応した案件を想定しています。また、初回相談の時間内に

終了せず継続して相談を受けることになった案件や、同一申出人により複数回の申出が

あり対応を継続した案件も含みます。 

 

   (1)「受付日」…初回の受付日を記入 

(2)「受付方法」…「電話」･「来所」･「FAX」･「電子メール」･「郵便」・「その他」から選択 

   (3)「対応状況」…「継続対応」･「その他」より選択 

(4)「対応方法」…下記参照 

対応方法(ドロップダウン項目) 解説 

事情調査 
苦情解決合議体における審議の結果、事業者に対し事

情調査を実施したケース 

助言申し入れ 

苦情解決合議体における審議の結果、 

・申出人に対して助言を行ったケース 

・事業者に対してサービスに関する｢改善内容｣の申し入

れを行ったケース 

当事者間の話し合いの調整 
苦情解決合議体における審議の結果、当事者間の話し

合いの場の調整・設定を行ったケース 

あっせん 
苦情解決合議体における審議の結果、両当事者の同意

のもと｢あっせん｣を行ったケース 

通知 
虐待や法令違反等の不当行為について、都道府県知

事、市区町村へ通知・報告を行ったケース 

その他※ 上記以外 

※対応方法｢その他｣選択の場合のみ、「対応方法(備考)」欄にその内容をご記入ください。 

 

(5)「申出人」…「1．(5)」参照  

(6)「事業種別」・「施設種別①・施設種別②」「施設種別③」…「1．(6)」･「1．(7)」参照 

(7)「申出の内容」…「1．(8)」参照 

(8)「のべ回数」…運営適正化委員会として対応した回数を記入(対応継続中の場合、記入

時点でのそれまでの対応回数を記入) 

(9)「終結までに要した日数」 

   …申出の受理後、運営適正化委員会として終結、不調、他の解決機関を紹介した場合、

その結論に至り申出人に文書等で通告するまでの日数を記入（対応継続中の場合

は記入不要） 

(10)「終結結果」…下記参照 

終結結果(ドロップダウン項目) 解説 

解決 申出人・苦情先双方が納得して終了したケース 

不調 
申出人・苦情先のいずれか、または双方の納得が得られ

ず終了としたケース 

他の解決機関を紹介 他の解決機関(裁判等)を紹介して終了したケース 

継続中 記入時点において対応継続中のケース 
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（11）「事業所の運営主体」 

      …苦情申出を受けた事業所の運営主体がわかる場合は、「社会福祉法人」「公立」

「営利法人（株式会社等）」「一般社団・財団」「公益社団・財団」「医療法人」「学

校法人」「NPO法人」「その他」のなかから選択をし、不明の場合は「不明」を選択

してください。 

 

３．調査票3：｢③令和4年度から継続中の案件の状況｣について 

・令和4年度に受け付けた案件で、令和5年度においても継続的に対応した案件について

ご回答ください。 

・記入については「2(1)～(12)」をご参照ください(*「のべ回数」は令和3年度からの対応回

数を記入)。 

・件数については、別添「令和4年度からの継続中の案件数」を参照してください。 

   

 

４．調査票4：｢④苦情相談以外の相談件数について 

具体的な苦情ではないと判断した相談に関する案件（令和5年度受付分）について、月ご

との件数をご回答ください。(運営適正化委員会の役割、福祉サービスに関する問合せ 

等)  

 

 

５．調査票5：｢⑤福祉サービスの質の向上にかかる取り組み記入シート｣について 

別紙シートに質の向上の取り組みとして参考となるものを具体的にお書きください。 

 

 

 

以上 
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調査票4「④苦情相談以外の相談件数」

件数
令和5年 4月 0

5月 0
6月 0
7月 0
8月 0
9月 0
10月 0
11月 0
12月 0

令和6年 1月 0
2月 0
3月 0

0
※数式が入っているため入力は不要です。

月

合計
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